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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急要請書 
 

全国各地で新型コロナウイルス感染者が急増し、重症患者数が最多を更新するな

ど危機的な状況となっています。 

こうした中で、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会は１１月２５日、「現

在の感染拡大を沈静化させるための政府への提言」を発表しました。 

提言では、（１）高齢者施設等の入院・入所者等を対象に、特に優先して検査を実

施するとともに、全国どこの地域でも、高齢者施設等で感染者が 1 例でも確認され

た場合には、迅速かつ広範に検査を行い、重症者の発生を重点的に予防すること。 

（２）酒類を提供する飲食店における営業時間の短縮要請を早急に検討すること。

夜間の遊興や酒類を提供する飲食店の利用の自粛を検討すること。 

（３）Go To Travel 事業の一時停止を行うこと。その際、今後の状況に応じて、当

該地域からの出発分についても検討すること。また、Go To Eat 事業の運用見直し

やイベントの開催制限の変更等も検討すること。 

（４）厳しい勤務体制で診療を続ける医療従事者に対する誹謗中傷が未だに見受け

られ、離職の増加も強く懸念される。誹謗中傷を防止する啓発を継続し続けること。 

（５）「感染リスクが高まる「５つの場面」」及びマスク着用を含む「感染リスクを

下げながら会食を楽しむ工夫」について、統一感をもってわかりやすく発信し、社

会の隅々にまで浸透するよう、努力すること。 

（６）これらの対策の実効性を高めるために、財政面も含め、医療・経済・雇用等

への一層の支援を行うこと。などを提起しています。 

新型コロナウイルス感染症の拡大がこのまま続けば、通常の医療で助けられる命

を助けられなくなる事態に陥りかねません。 

 年金者組合は、一日も早い新型コロナ感染症の収束を願うとともに、爆発的な感染

拡大を抑え、医療体制を維持・強化し、国民のいのちと健康をまもるため、政府が

分科会提言をしっかりと受け止め、直ちに責任をもった具体的で実効ある措置を行

うことを求めます。 

 

【要請項目】  

１、医療機関や高齢者施設などを守るため、高齢者施設等の入院・入所者等を対象

とした検査を優先して実施するとともに、全国どこの地域でも、高齢者施設等で感

染者が 1 例でも確認された場合には、迅速かつ広範に抗原検査や PCR 検査を行い、

重症者の発生を重点的に予防すること 

 

２、高齢者や基礎疾患がある人は罹患すると重症化・重篤化しやすいといわれてい

る。高齢者や基礎疾患のある人のＰＣＲ検査を早急に行うこと 

 

 



３、急激な感染拡大により、医療機関、介護施設、福祉施設、保育園・幼稚園、学

校など集団感染によるリスクが高い施設に勤務する職員等への感染予防は急務と

なっている。これらの施設で働く職員等に対する定期的なＰＣＲ検査を行うこと 

 

４、危機的な状況のもと、感染爆発を抑えるために、全国の感染状況を分析すると

ともに、感染者集団（クラスター）が発生している繁華街をはじめ、感染の接触追

跡を専門に行う人材を確保して、感染震源地（エピセンター）を徹底調査し、その

地域の住民、事業所で働くすべての人に対してＰＣＲ検査等を実施すること。また、

感染が疑われる人や軽症も含むすべての有症者、すべての濃厚接触者に対して速や

かな検査を行うこと。また。保健所の体制を抜本的に強化すること 

 

５、「医療崩壊」を絶対におこさないために、政府が進める４４０の公立病院などの

統廃合計画はただちに中止するとともに、病院や診療所など医療機関の減収補てん、

宿泊療養施設の確保を行うこと 

 

６、厳しい勤務体制で診療を続ける医療従事者に対する誹謗中傷が未だに見受けら

れ、離職の増加も強く懸念される。誹謗中傷を防止する啓発を継続し続けること。 

 

７、感染状態の情報を明らかにすることは、感染対策を行うためには極めて重要で

ある。地域ごとの感染状況状態がどうなっているかをインターネットや情報誌を通

じて住民に知らせること 

 

８、検査によって明らかになった無症状・軽症の陽性者を隔離・保護・治療する体

制を緊急につくり上げること 

 

９、PCR 検査については現在、「国と地方の負担が２分の１ずつ」となっており、地

方創生交付金の交付もされていない。地方自治体では負担が重く、検査の実施をた

めらう状況が各地にある。PCR 検査や抗原検査を行うにあたっては全額全額国庫負

担とすること 

 

10、Go To Travel 事業の一時停止を行うこと。その際、今後の状況に応じて、当該

地域からの出発分についても検討すること。また、Go To Eat 事業の運用見直しや

イベントの開催制限の変更等も検討すること。その際、観光業・宿泊業などを地域

ごとに支援する制度にするとともに、小規模事業者にも支援が届く制度にあらため、

持続化給付金など直接支援を組み合わせること 

 

11、これらの対策の実効性を高めるために、軍事費を削減し新型コロナ対策に回す

など、財政面も含め、医療・経済・雇用等への一層の支援を行うこと 

 

 

以上 


